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提
出
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案
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件
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番号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

４

住
宅
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

衆

二
、

　
　
二
、
二
八

二
、

　
　
三
、
二
二

　
　
　
（
予
）

二
、　

三
、
二
六

可
　
決

二
、　

三
、
二
六

可
　
決

二
、

　
　
三
、
　
一

二
、　

三
、
二
二

可
　
決

二
、　

三
、
二
二

可
　
決

※ 1 2

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
　
九

三
、
二
二

　
（
予
）

　
三
、
二
九

可
　
決

　
三
、
三
〇

可
　
決

三
、
　
九

　
三
、
二
七

可
　
決

　
三
、
二
八

可
　
決

※ 1 5

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保

存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

"

三
、
一
三

三
、
二
二

　
　
（
予
）

　
三
、
二
九

可
　
決

　
三
、
三
〇

可
　
決

三
、
一
三

　
三
、
二
七

可
　
決

　
三
、
二
八

可
　
決

5 7

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

四
、
一
九

五
、
二
八

　
（
予
）

　
六
、
二
一

可
　
決

　
六
、
二
二

可
　
決

四
、
一
九

　
六
、
　
八

可
　
決

　
六
、
一
一

可
　
決

5 8

都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

"

四
、
一
九

六
、
一
　
一

　
六
、
二
一

可
　
決

　
六
、
二
二

可
　
決

四
、
二
七

　
六
、
　
八

可
　
決

　
六
、
一
　
一

可
　
決



住
宅
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
住
宅
金
融
公
庫
の
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
の
特
別

　
損
失
を
平
成
元
年
度
に
お
い
て
交
付
金
の
交
付
に
よ
り
一
括
し
て
整

　
理
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
ま
で
の
各
年
度

　
の
特
別
損
失
に
つ
い
て
平
成
十
二
年
度
ま
で
に
交
付
金
を
交
付
し
て

　
整
理
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
住
宅
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
建
設
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

　
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
住
宅
金
融
公
庫
の
財
政
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、

　
公
庫
の
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
の
特
別
損
失
を
平
成
元
年
度
に
お
い

　
て
交
付
金
の
交
付
に
よ
り
一
括
し
て
整
理
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二

　
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
特
別
損
失
に
つ
い
て
平
成

　
十
二
年
度
ま
で
に
交
付
金
を
交
付
し
て
整
理
す
る
措
置
を
講
じ
よ
う

　
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願

　
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一

二
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、
新
た
に
、
平
成
二
年
度
を
初

　
年
度
と
す
る
国
土
調
査
事
業
十
ヵ
年
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の

　
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
建
設
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
は
、
国
土
調
査
事
業
の
緊
急
か
つ
計
画
的
な
実
施
の
促
進
を
図
る
た

　
め
、
新
た
に
平
成
二
年
度
を
初
年
度
と
す
る
国
土
調
査
事
業
十
ヵ
年

　
計
画
の
案
を
策
定
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い



ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
二
項
目
の
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境

の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、

明
日
香
村
整
備
計
画
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
た
め
、
計
画
に
基
づ
い

て
明
日
香
村
が
国
か
ら
負
担
金
ま
た
は
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
行

う
事
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
ま
た
は
補
助
の
割
合
の
特

例
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
事
業
を
平
成
十
一
年
度
ま
で
に
お
い
て

行
わ
れ
る
事
業
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
四
項
目
の
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
明
日
香
村
整
備
計
画
に
基
づ
い
て
、
明
日
香
村
が

　
国
か
ら
負
担
金
ま
た
は
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
行
う
事
業
（
間
接

　
補
助
事
業
を
含
む
。
）
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
ま
た
は
補

　
助
の
割
合
の
特
例
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
事
業
を
平
成
十
一
年
度

　
ま
で
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
七
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
大
都
市
地
域
に
お
い
て
居
住
環
境
の
良
好
な
住
宅

に
対
す
る
著
し
い
需
要
が
存
す
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
住
宅
及
び
住

宅
地
の
供
給
を
促
進
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。



一
、
建
設
大
臣
が
、
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
各
圏
域
ご
と

　
に
、
新
た
に
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
に
関
す
る
基
本
方
針
を
策

　
定
す
る
こ
と
と
し
、
政
令
で
定
め
る
都
府
県
は
こ
れ
に
即
し
て
住

　
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
供
給
基
本
方
針
及
び
供
給
計

　
画
の
達
成
の
た
め
、
住
宅
ま
た
は
住
宅
地
の
供
給
事
業
の
実
施
等

　
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

　
る
。

三
、
大
都
市
地
域
の
建
設
大
臣
が
指
定
す
る
都
市
計
画
区
域
に
係
る

　
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
の
整
備
、
開
発
ま
た
は
保
全

　
の
方
針
に
お
い
て
は
、
供
給
計
画
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
住
宅
市

　
街
地
の
開
発
整
備
の
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

　
る
。

四
、
宅
地
開
発
協
議
会
の
構
成
員
に
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
を
加
え

　
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
の
面
積
に
関
す
る
要
件
を
二
ヘ
ク
タ

　
ー
ル
（
現
行
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
住
宅
街
区
整
備
促
進
区
域
の
対
象
区
域
に
第
二
種
住
居
専
用
地

　
域
及
び
住
居
地
域
内
の
土
地
の
区
域
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
建
設

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
大
都
市
地
域
に
お

い
て
、
地
価
の
高
騰
に
よ
り
、
一
般
勤
労
者
が
居
住
環
境
の
良
好
な

住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
か
ん

が
み
、
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
を
促
進
す
る
た
め
、
大
都
市
地
域

の
各
圏
域
ご
と
に
建
設
大
臣
が
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
に
関
す
る

基
本
方
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
関
係
都
府
県
は
、
こ
れ
に
即
し

て
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
、

あ
わ
せ
て
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
及
び
住
宅
街
区
整
備
促
進
区
域

に
つ
い
て
要
件
の
緩
和
を
行
う
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
は
、
大
都
市
地
域
を
中
心
と
し
て
住
宅
宅
地
需
給
が
ひ
っ
迫
し
て

い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
高
度
利
用
と

都
市
機
能
の
増
進
を
図
る
た
め
、
良
好
な
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備

を
行
う
た
め
の
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
制
度
を
創
設
し
、
当
該

住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
等
に
対
す

る
制
限
の
特
例
を
定
め
る
と
と
も
に
、
合
理
的
な
土
地
利
用
を
促
進

す
る
た
め
、
地
区
計
画
制
度
を
拡
充
し
て
住
居
と
住
居
以
外
の
用
途



別
に
容
積
率
の
最
高
限
度
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
あ

わ
せ
て
遊
休
土
地
転
換
利
用
促
進
地
区
制
度
を
創
設
し
、
遊
休
土
地

の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
質
疑

を
行
い
、
ま
た
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
上
田
委
員
よ
り
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
地
等
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
賛

成
し
、
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
反
対
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住

宅
地
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
、
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
多
数
を
も
っ
て
、
い
ず
れ
も
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
二
法
律
案
に
対
し
、
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に
決
定
い

た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

五
八
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
大
都
市
地
域
を
中
心
と
し
て
住
宅
宅
地
需
給
が
ひ

っ
迫
し
て
い
る
現
状
等
に
か
ん
が
み
、
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な

高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
増
進
等
を
図
り
、
住
宅
供
給
を
促
進
す
る

た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
　
都
市
計
画
法
の
改
正

　
一
、
第
一
種
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
住
居
専
用
地
域
内
の
土

　
　
地
の
区
域
で
、
良
好
な
中
高
層
の
住
宅
市
街
地
と
し
て
開
発
整

　
　
備
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

　
　
は
、
都
市
計
画
に
新
た
な
地
区
計
画
と
し
て
住
宅
地
高
度
利
用

　
　
地
区
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
に
は
、
道
路
、
公
園
等
の
公
共

　
　
施
設
の
配
置
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
容
積
率
、
第
一
種
住
居

　
　
専
用
地
域
に
係
る
高
さ
制
限
等
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
こ
と
と
す
る
。

　
二
、
地
区
計
画
制
度
を
拡
充
し
、
住
居
と
住
居
以
外
の
用
途
と
を

　
　
適
正
に
配
分
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

　
　
き
は
、
容
積
率
の
最
高
限
度
を
住
宅
を
含
む
建
築
物
に
係
る
も



　
　
の
と
そ
れ
以
外
の
建
築
物
に
係
る
も
の
と
に
区
分
し
、
住
宅
を

　
　
含
む
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

　
　
と
す
る
。

　
三
、
お
お
む
ね
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
遊
休
土
地
に
つ
い
て
、

　
　
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
都
市
計
画
に
遊
休
土
地
転
換
利
用
促
進

　
　
地
区
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

　
四
、
遊
休
土
地
転
換
利
用
促
進
地
区
内
の
土
地
所
有
者
等
に
対
し

　
　
て
は
、
有
効
利
用
の
責
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
市
町
村

　
　
長
は
、
都
市
計
画
の
決
定
か
ら
二
年
経
過
後
に
お
い
て
、
依
然

　
　
と
し
て
有
効
利
用
さ
れ
て
い
な
い
一
定
規
模
以
上
の
土
地
の
所

　
　
有
者
等
に
、
遊
休
土
地
で
あ
る
旨
を
通
知
し
、
そ
の
通
知
を
受

　
　
け
た
者
か
ら
届
け
出
ら
れ
た
利
用
ま
た
は
処
分
に
関
す
る
計
画

　
　
が
適
切
で
は
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
計
画
の
変
更
等
を
勧
告

　
　
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、

　
　
地
方
公
共
団
体
等
が
、
買
取
り
の
協
議
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
二
　
建
築
基
準
法
の
改
正

　
一
、
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
内
容
に
適
合
す
る
建
築
物
で
、

　
　
特
定
行
政
庁
が
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
容

　
　
積
率
、
高
さ
等
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
特
例
の
範
囲
内
の
も
の
と
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
特
定
行
政
庁
の
許

　
　
可
に
よ
り
斜
線
制
限
、
用
途
の
制
限
に
つ
い
て
の
特
例
を
設
け

　
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
住
宅
を
含
む
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
と
と
も
に
敷
地
面
積

　
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
等
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す

　
る
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
住
宅
を
含
む
建
築
物
に

　
つ
い
て
、
そ
の
地
区
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
容
積
率
の
特

　
例
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
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